
1 
 

吹田市す い た し人権じんけんに関かんする市民し み ん意識い し き調査ちょうさ  
令和れ い わ4年ねん（2022年ねん）10月がつ 

吹すい  田た   市し  
【調査ちょうさへのご 協 力きょうりょくのお願ねがい】 

 
 市民し み んの皆みなさまには日ひ ごろから市政し せ いにご 協 力きょうりょくいただき、ありがとうございます。 
 この調査ちょうさは、人権じんけんに関かかわるさまざまな取と り組く みを進すすめていく上うえでの基礎き そ 資料しりょうとして利用り よ う

するためのもので、市民し み んの皆みなさまの人権じんけんに関かんする意識い し きなどをおたずねします。 
 調査ちょうさは無記名む き め い でお願ねがいし、お答こたえはすべて統計的とうけいてきに処理し ょ りし、調査ちょうさ結果け っ かを目的外もくてきがいに使用し よ うす
ることはありません。 
 大変たいへんお 忙いそがしいとは存ぞんじますが、ご 協 力きょうりょくいただきますようお願ねがいいたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈回答かいとうにあたってのお願ねがい〉 
① この調査票ちょうさひょうは、令和れ い わ4年ねん7月がつ31日にち現在げんざいの住 民じゅうみん基本き ほ ん 台 帳だいちょうから、16歳さい以上いじょう85歳さい未満み ま んの

市民し み ん2000名めいを無作為む さ く いに選えらび、お送おくりさせていただきました。 
② 回答かいとうは、該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけ、（   ）内ないには具体的ぐたいてきに数字す う じや文字も じ の記入きにゅうを

お願ねがいいたします。 
③ 調査票ちょうさひょうはお送おくりした封筒ふうとうの宛名あ て なの方かたご本人ほんにんがお答こたえください。ご本人ほんにんが記入きにゅうでき

ない場合ば あ いは、家族か ぞ くの方かたなどが、ご本人ほんにんの意思い し に基もとづいてご記入きにゅういただきますようお
願ねがいいたします。 

④ 調査票ちょうさひょうは 10 月がつ 17日にち（月）までに、同封どうふうの返信用へんしんよう封筒ふうとう（切手き っ ては不要ふ よ う）に入い れて
投函とうかんしてください。  

【調査ちょうさに関かんするお問と い合あ わせ先さき】  
吹田市す い た し 市民部し み ん ぶ 人権じんけん政策室せいさくしつ  

〒564-8550 大阪府おおさかふ吹田市す い た し 泉 町いずみちょう1丁目ちょうめ3番ばん40号ごう 
電でん 話わ ：06‐6384-1513（直 通ちょくつう）  
F A X：06‐6368-7345 
メール：jin_kent@city.suita.osaka.jp 
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問とい１ あなたは、次つぎの１～18 の人権じんけん問題もんだいにどの程度て い ど関心かんしんがありますか。 
（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに○をつけてください） 

 
 

関心度かんしんど 
 
１～18 の人権じんけん問題もんだい 

関心
かんしんがある 

少 すこし関心
かんしんがある 

あまり関心
かんしんがない 

関心
かんしんがない 

１.  女性じょせいの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
２. 子供こ ど もの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
３．高齢者こうれいしゃの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
４. 障しょうがいのある人ひとの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
５. 同和ど う わ問題もんだい（部落ぶ ら く差別さ べ つ） １ ２ ３ ４ 
６. アイヌの人々ひとびとの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
７. 外国人がいこくじんの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
８. HIV感染者かんせんしゃ・ハンセン病びょう   患者かんじゃ・元患者もとかんじゃとその家族か ぞ くの

人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 

９. 刑けいを終お えて出所しゅっしょした人ひとの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
10. 犯罪はんざい被害者ひ が いし ゃやその家族か ぞ くなどの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
11. インターネットによる人じん権けん侵害しんがいの問題もんだい １ ２ ３ ４ 
12. ホームレスの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
13. 性的せいてきマイノリティ  の人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
14. 北朝鮮きたちょうせん当局とうきょくによって拉致ら ち された被害者ひ が いし ゃなどの人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
15. 人身じんしん取引とりひきに関かんする人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
16. こころの病やまい（うつ病びょう、依存症いぞんしょうなど）に関かんする人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
17. 新型しんがたコロナウイルス感染症かんせんしょうに関かんする人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 
18. ヘイトスǿーチに関かんする人権じんけん問題もんだい １ ２ ３ ４ 

※１「ハンセン 病びょう」とは、らい菌きんという細菌さいきんによる感染症かんせんしょうですが、感染かんせんしたとしても発 病はつびょうすることは極きわめ
てまれで、万一まんいち発 病はつびょうしても、早期そ う き治療ちりょうにより後遺症こういしょうも残のこりません。 

※２「性的せいてきマイノリティ」とは、多おおくは同性愛どうせいあいや性別せいべつに違和感い わ か んを覚おぼえる人ひとのことを 表あらわす言葉こ と ばです。 

Ⅰ 人権じんけん問題もんだいに対たいする関心かんしんについておたずねします 

※2 

※1 
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問とい２ あなたは、次つぎの１～10 の 考かんがえ方かたについて、どう思おもわれますか。 

（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 
 

 
               あなたはどう思おもわれますか 
 

１～10 の 考かんがえ方かた 

そう思 おもう 
どちらかといえば

そう思 おもう 
どちらかといえば 

そう思 おもわない 

そう思 おもわない 

１. 性せい犯罪はんざいは、受う ける側がわにも問題もんだいがあると思おもう １ ２ ３ ４ 

２. インターネット上じょうは、誰だれもが自由じ ゆ うに書か き込こ める場ば なの
で、どのような書か き込こ みを行おこなっても問題もんだいはない １ ２ ３ ４ 

３. 友人ゆうじんと撮と った写真しゃしんを、自分じ ぶ んたち以外い が いの人ひとの顔かおも映うつってい
たが、そのままインターネット上じょうにアップしてもよい １ ２ ３ ４ 

４. ハンセン 病びょうの患者かんじゃ・元患者もとかんじゃに対たいして、ホテルなどが
宿泊しゅくはくを拒否き ょ ひするのはやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

５. 刑けいを終お えて出所しゅっしょした人ひとに対たいして、本人ほんにんのことをよく知し
らないものの、雇用こ よ うや関かかわりを控ひかえることはやむを得え な
い 

１ ２ ３ ４ 

６. 犯罪はんざい被害者ひ が いし ゃやその家族か ぞ くの氏名し め いや住所じゅうしょを、本人ほんにんの了解りょうかいな
しに報道ほうどうや公表こうひょうをすることは、国民こくみんの知し る権利け ん りから考かんが

えるとやむを得え ない 
１ ２ ３ ４ 

７. ホームレス（野宿のじゅく生活せいかつをやむなくしている）状態じょうたいにあ
るのは、本人ほんにんの責任せきにんが大おおきい １ ２ ３ ４ 

８. 北朝鮮きたちょうせんによる拉致ら ち 問題もんだいに関かんして、さらに関心かんしんを高たかめる
ことが必要ひつようだと思おもう １ ２ ３ ４ 

９. 新型しんがたコロナウイルス感染症かんせんしょうの回復者かいふくしゃ並ならびに医療いりょう従事じゅうじ者しゃ

などやその家族か ぞ くであることを理由り ゆ うに、交通こうつう機関き か んの利用り よ うや
保育所ほ い くし ょの受入う け いれなどを断ことわるのはやむを得え ない 

１ ２ ３ ４ 

10．人権じんけん問題もんだいを解決かいけつしていくためには、互たがいを理解り か いするため
に交流こうりゅうを深ふかめていくことが必要ひつようである １ ２ ３ ４ 

 
 
 

Ⅱ あなたの人権じんけんに対たいする考かんがえ方かたについておたずねします 
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問とい３ 女性じょせいに対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。 
（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 

 
 
              あなたはどう思おもわれますか 
 

1～4 の 考かんがえ方かた 

そう思 おもう 

どちらかといえば 

そう思 おもう 

どちらかといえば 
そう思 おもわない 

そう思 おもわない 

１. 配偶者はいぐうしゃに暴力ぼうりょくをふるうことは、理由り ゆ うによってはやむ
を得え ない １ ２ ３ ４ 

２. 男性だんせいと女性じょせいの賃金ちんぎんや働はたらく環境かんきょうが同等どうとうであったとして
も、家事か じ や育児い く じは主おもに女性じょせいが行おこなうものだと思おもう １ ２ ３ ４ 

３. 職場しょくばにおいて、雇用こ よ うや昇 給しょうきゅうなどで、男女だんじょの差さ が出で る
のはやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

４. 性的せいてきな冗談じょうだんは、職場しょくばの潤滑油じゅんかつゆになることもある １ ２ ３ ４ 
 
問とい４ 子供こ ど もに対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。 

（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 
 
 
              あなたはどう思おもわれますか 
 

1～5 の 考かんがえ方かた 

そう思お
もう 

どちらかといえば 

そう思お
もう 

どちらかといえば 

そう思お
もわない 

そう思お
もわない 

１. 近所きんじょで、子供こ ど もに対たいする虐待ぎゃくたいが少すこしでも疑うたがわれる場合ば あ い

は、プライバシーに関かかわりなく、速すみやかに通報つうほうすべき
である 

１ ２ ３ ４ 

２. 保護者ほ ご し ゃ、教師きょうしからの体罰たいばつは、しつけのためならやむを
得え ない １ ２ ３ ４ 

３. 子供こ ど もは、親おやの意見い け んに 従したがえばよいので、自分じ ぶ んの意見い け んを
表明ひょうめいする機会き か いがなくてもやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

４. いじめは、いじめを受う ける側がわにも問題もんだいがあると思おもう １ ２ ３ ４ 

５. 不登校ふ と うこ うやひきこもりは、本人ほんにんの意志い し が弱よわいからである １ ２ ３ ４ 
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問とい５ 高齢者こうれいしゃに対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。 
（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 

 
        
             あなたはどう思おもわれますか 
 

1～4 の 考かんがえ方かた                

そう思お
もう 

どちらかといえば 
そう思お

もう 

どちらかといえば 
そう思お

もわない 
そう思お

もわない 

１. 道路ど う ろや公共こうきょう交通こうつう機関き か ん、建物たてもののバリアフリーが進すすん
でいないのは、高齢者こうれいしゃへの配慮はいりょとしても欠か いている １ ２ ３ ４ 

２. 認知症にんちしょうのために、家庭か て いや施設し せ つにおける行動こうどうを制限せいげんさ
れるのはやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

３. 日常にちじょう生活せいかつに必要ひつような情報じょうほうを、高齢者こうれいしゃにわかりやすく
伝つたえるための特別とくべつな配慮はいりょまでは必要ひつようではない １ ２ ３ ４ 

４. 若者わかものの就労しゅうろう機会き か いの確保か く ほも十分じゅうぶんでないので、高齢者こうれいしゃ

の就労しゅうろう機会き か いの確保か く ほが優先ゆうせんされなくてもやむを得え な
い 

１ ２ ３ ４ 

 
問とい６ 障しょうがいのある人ひとに対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。 

（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 
 

 
              あなたはどう思おもわれますか 
 

1～5 の 考かんがえ方かた 

そう思お
もう 

どちらかといえば 

そう思お
もう 

どちらかといえば 

そう思お
もわない 

そう思お
もわない 

１. 災害さいがいなどの緊急きんきゅう時じ には、障しょうがい者しゃのための対応たいおうが
できなくてもやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

２. 障しょうがいのある子供こ ど もと、そうでない子供こ ど もは、教育きょういくを
受う ける機会き か いを別々べつべつにした方ほうがよい １ ２ ３ ４ 

３. 企業きぎょうが利益り え き追求ついきゅうを優先ゆうせんすることにより、障しょうがい者しゃ

の雇用こ よ うが進すすまなくてもやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

４. 自分じ ぶ んの行動こうどうについて、自分じ ぶ んで選択せんたくや決定けっていをする機会き か い

が制限せいげんされることがあってもやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

５. 日常にちじょう生活せいかつに必要ひつような情報じょうほうを、障しょうがい者しゃにわかりやす
く伝つたえるための特別とくべつな配慮はいりょまでは必要ひつようではない １ ２ ３ ４ 
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問とい７ 同和ど う わ問題もんだい（部落ぶ ら く差別さ べ つ）に対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。 
（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 

 
        
             あなたはどう思おもわれますか 
 

1～4 の 考かんがえ方かた                

そう思 おもう 

どちらかといえば 
そう思 おもう 

どちらかといえば 
そう思 おもわない 

そう思 おもわない 

１. 結婚けっこんや就 職しゅうしょくにあたって、身元み も と調査ちょうさを行おこなうことは
やむを得え ない １ ２ ３ ４ 

２. 行政ぎょうせいや学校がっこうにおける同和ど う わ問題もんだい（部落ぶ ら く差別さ べ つ）に関かんす
る啓発けいはつや教育きょういくは、かえって差別さ べ つを残のこすことになる １ ２ ３ ４ 

３. 住す まいを選えらぶときに、同和ど う わ地区ち く  であるかどうか
気き になる １ ２ ３ ４ 

４. 同和ど う わ問題もんだい（部落ぶ ら く差別さ べ つ）は、過去か こ にはあったが、今いま

は存在そんざいしないと思おもう １ ２ ３ ４ 

※３「同和ど う わ地区ち く 」とは「地域ち い き改善かいぜん対策たいさく特定とくてい事業じぎょうに係かかる国くにの財政上ざいせいじょうの特別とくべつ措置そ ち に関かんする法律ほうりつ」（地対ち た い財ざい特とく 
法ほう）に基もとづき、同和ど う わ問題もんだいの解決かいけつに向む け実施じ っ しされた地域ち い き改善かいぜん対策たいさくの対 象たいしょう地域ち い きとして指定し て いされた地域ち い きの
ことで、平成へいせい14年ねん（2002年ねん）3月がつに「地ち 対たい財ざい特法とくほう」は失効しっこうしています。 

 
問とい８ 外国人がいこくじんに対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。 

（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 
 

        
             あなたはどう思おもわれますか 
 

1～4 の 考かんがえ方かた                

そう思お
もう 

どちらかといえば 

そう思お
もう 

どちらかといえば 

そう思お
もわない 

そう思お
もわない 

１. 公共こうきょう施設し せ つ や 行政ぎょうせい窓口まどぐちなどに、外国人がいこくじんのための
表記ひょうきがないことは配慮はいりょに欠か ける １ ２ ３ ４ 

２. 外国人がいこくじんであることを理由り ゆ うに､賃貸ちんたい住宅じゅうたくへの入居にゅうきょを
拒こばまれてもやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

３. 災害さいがいなどの緊急きんきゅう時じ には、外国人がいこくじんのための対応たいおうがで
きなくてもやむを得え ない １ ２ ３ ４ 

４. 日本に ほ んに住す んでいるので、文化ぶ ん かや生活せいかつ習慣しゅうかんなども
日本に ほ んに合あ わせるべきである １ ２ ３ ４ 

※3 
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問とい９ インターネットに関かんして、次つぎに見み られるような人権じんけん侵害しんがいや問題もんだいなどがあると思おもいま
すか。（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 

 
 
            あなたはどう思おもわれますか 
 

1～11 の項目こうもく 

あると思お
もう 

どちらかといえば

あると思お
もう 

どちらかといえば

あると思お
もわない 

あると思お
もわない 

１. 他人た に んのプライバシーに関かんする情報じょうほうや誹謗ひ ぼ う 中 傷ちゅうしょうす
る情報じょうほうが掲載けいさいされること １ ２ ３ ４ 

２. フェイクニュース（真実しんじつではない情報じょうほう）や誤あやまっ
た情報じょうほうが拡散かくさんされること １ ２ ３ ４ 

３. SNS（LINE や Twitter など）による交流こうりゅうが犯罪はんざいを
誘発ゆうはつする場ば となっていること １ ２ ３ ４ 

４. 友人ゆうじんと映うつった画像が ぞ うが無断む だ んで SNS などに掲載けいさいされる
こと １ ２ ３ ４ 

５. 書か き込こ んだ人ひとを特定とくていするための手続て つ づきに時間じ か んを要よう

すること １ ２ ３ ４ 

６. インターネットが悪質あくしつ商法しょうほうの取引とりひきの場ば となってい
ること １ ２ ３ ４ 

７. 子供こ ど もたちの間あいだで、インターネットを利用り よ うした「い
じめ問題もんだい」が発生はっせいしていること １ ２ ３ ４ 

８. 差別さ べ つを助長じょちょうするような情報じょうほうが掲載けいさいされること １ ２ ３ ４ 

９. わいせつな画像が ぞ うや残虐ざんぎゃくな画像が ぞ うなどの情報じょうほうが掲載けいさい

されること １ ２ ３ ４ 

10. 捜査そ う さ対象たいしょうとなっている未成年者みせいねんしゃの名前な ま え・顔かお写真じゃしんが
掲載けいさいされること １ ２ ３ ４ 

11. 問題もんだいのある情報じょうほうがインターネット上じょうに掲載けいさいされ
ると、削除さくじょや訂正ていせいに時間じ か んがかかること １ ２ ３ ４ 
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問とい１０ 性的せいてきマイノリティについておたずねします。 
問とい１０－１ あなたの友人ゆうじんや知人ち じ んの中なかに性的せいてきマイノリティの人ひとはいますか。 
 

１．いる ２．いない  ３．わからない 
 
問とい１０－２ あなたは、性的せいてきマイノリティの人ひとの人権じんけんが守まもられていないと思おもいますか。  

１．そう思おもう ３．どちらかといえばそう思おもわない 
２．どちらかといえばそう思おもう  ４．そう思おもわない 

 
問とい１０－３ 問とい１０－２で、「１．そう思おもう」「２．どちらかといえばそう思おもう」と回答かいとうし

た方かたにおたずねします。あなたがそのように思おもう理由り ゆ うは何なんですか。 
（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 

 
１. 性的せいてきマイノリティへの理解り か いや認識にんしきが不足ふ そ くしていると思おもうから 
２. じろじろ見み られたり、避さ けられたりされていると思おもうから 
３. 性的せいてきマイノリティへの差別さ べ つや偏見へんけん、いじめや嫌いやがらせが存そん在ざいしていると思おもうから 
４. 性別せいべつで区別く べ つされた制服せいふくや設備せ つ び（トイレ・更衣室こ う いし つなど）などがあり生活せいかつしにくいと思おもうから 
５. 就 職しゅうしょくや職場しょくばで不利ふ り な扱あつかいをされると思おもうから 
６. 家族か ぞ くや友人ゆうじんなどに相談そうだんしづらい状 況じょうきょうにあり、周囲しゅういの人ひとに理解り か いしてくれる人ひとがいないと思おも

うから 
７. 行政ぎょうせい機関き か んなどの相談そうだん窓口まどぐちや支援し え ん体制たいせいが十分じゅうぶんでないと思おもうから 
８. 賃貸ちんたい住宅じゅうたくなどへの入居にゅうきょを拒否き ょ ひされることがあると思おもうから 
９. 宿泊しゅくはく施設し せ つ、店舗て ん ぽなどへの入店にゅうてんや施設し せ つの利用り よ うを拒否き ょ ひされることがあると思おもうから 
10. 本人ほんにんが望のぞんでいないのに、自みずからの性的せいてき指向し こ う  や性せい自認じ に ん  を他者た し ゃに広ひろめられる（アウテ

ィング）ことがあると思おもうから 
11. 同性どうせいのパートナーがいても、婚姻こんいんと同等どうとうに扱あつかわれないと思おもうから 
12. 理由り ゆ うを考かんがえたことはない 
13. その他た （具体的ぐ た いて きに：                     ） 

※４「性的せいてき指向し こ う」とは、人ひとの恋愛れんあい・性愛せいあいがどういう対 象たいしょうに向む かうのかを示す概念がいねんを言い います。 
具体的ぐたいてきには、恋愛れんあい・性愛せいあいの対 象たいしょうが異性い せ いに向む かう異性い せ い愛あい（ヘテロセクシュアル）、同性どうせいに向む かう 
同性愛どうせいあい（ホモセクシュアル）、男女だんじょ両 方りょうほうに向む かう両 性りょうせい愛あい（バイセクシュアル）を指さ します。 

※５「性せい自認じ に ん（性せい同一性どういつせい）」とは、自分じ ぶ んの性せいをどのように認識にんしきしているのか、どのような性せいのアイデ 
ンティティを自分じ ぶ んの感覚かんかくとして持も っているかを示しめす概念がいねんです。「こころの性せい」と呼よ ばれることもあ
ります。 

問とい１０－４へ 
お進すすみください 

※5 ※4 
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問とい１０－４ あなたは、性的せいてきマイノリティの人ひとの人権じんけんが守まもられるためには、次つぎのことが
必要ひつようと思おもいますか。（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 

 
１. 当事者と う じし ゃやその周囲しゅういの人ひとたちが相談そうだんできる窓口まどぐちの整備せ い び 
２. 性的せいてきマイノリティに対たいする理解り か い促進そくしんに向む けた啓発けいはつ・広報こうほう活動かつどうの推進すいしん 
３. 教育きょういく現場げ ん ばにおける子供こ ど もたちへの配慮はいりょ、理解り か い促進そくしん、教員きょういんへの研修けんしゅうなどの取と り組く み 
４. 企業きぎょうや行政ぎょうせい職員しょくいんに対たいする研修けんしゅうなどの取と り組く み 
５. パートナーシップ宣誓せんせい証明しょうめい制度せ い ど  の創設そうせつ 
６. 性的せいてきマイノリティの方かたが利用り よ うしやすいトイレ（多目的た も くて きトイレ）などの整備せ い び 
７. 同性どうせいまたは性的せいてきマイノリティのパートナーが家族か ぞ くと同様どうように賃貸ちんたい住宅じゅうたくの入にゅう居きょなどができる

取と り組く み 
８. 何なにもしなくてよい 
９. わからない 
10. その他た （具体的ぐ た いて きに：                            ） 

※６「パートナーシップ宣誓せんせい証 明しょうめい制度せ い ど」とは、一方いっぽう又または双方そうほうが性的せいてきマイノリティである二人ふ た りが、互たがい 
  を人生じんせいのパートナーとし、日 常にちじょう生活せいかつにおいて 協 力きょうりょくし合あ う関係かんけいであると宣誓せんせいしたことを自治体じ ち た い 

が証 明しょうめいする制度せ い どです。法律上ほうりつじょうの効果こ う かがあることを証 明しょうめいするものではありません。証 明しょうめいとして、 
パートナーシップ宣誓せんせい受 領 証じゅりょうしょうを交こう付ふ します。 

 
 
 
 
 
  もう少すこしご協 力きょうりょくをお願ねがいします。 

※6 
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問とい１０－５ 性的せいてきマイノリティに対たいする次つぎの 考かんがえ方かたについて、あなたはどう思おもわれますか。
（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 

 
        
           あなたはどう思おもわれますか 
 

1～4 の 考かんがえ方かた                

そう思 おもう 

どちらかといえば 

そう思 おもう 

どちらかといえば 
そう思 おもわない 

そう思 おもわない 

１. 生う まれたときの性別せいべつと自認じ に んする性別せいべつが一致い っ ちしな
い人ひとが、自認じ に ん する性せいの制服せいふく着用ちゃくようを希望き ぼ う する
場合ば あ いは、本人ほんにんの意思い し を尊重そんちょうすべきである 

１ ２ ３ ４ 

２. 生う まれたときの性別せいべつと自認じ に んする性別せいべつが一致い っ ちしな
い人ひとが、自認じ に んする性せいのトイレの利用り よ うを望のぞむ場合ば あ い

は、本人ほんにんの意思い し を尊重そんちょうすべきである 
１ ２ ３ ４ 

３. 家族か ぞ くから、LGBTQ  であることを打う ち明あ けられ
ても、意思い し を尊重そんちょうし、変か わりなく受う け入い れら
れると思おもう 

１ ２ ３ ４ 

４. 異性い せ いを好す きになることも、同性どうせいを好す きになるこ
とも、どちらも自然し ぜ んな感情かんじょうである １ ２ ３ ４ 

※７「LGBTQ」とは、同性愛どうせいあい（レズビアン・ゲイ）、両性愛りょうせいあい（バイセクシュアル）、性別せいべつ違和い わ （トランス 
ジェンダー）、クエスチョニング（自分じ ぶ ん自身じ し んのセクシュアリティを決き められない、分わ からない、ま 
たは決き めない人ひと）の頭文字かしらもじからきた言葉こ と ばで、さまざまな性的せいてきマイノリティの総 称そうしょうとしても使用し よ うされ 
ています。  

問とい１１ 殺人さつじんや傷 害しょうがいなどの犯罪はんざい被害者ひがいしゃやその家族か ぞ くがどのような 状 況じょうきょうにおかれていると思おも

いますか。（該当がいとうする番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
 

１. マスコミからの取材しゅざいや事件じ け んに直接ちょくせつ関係かんけいのないプライバシーや事じ 実じつでないことを報道ほうどうされて
いる 

２. SNS などで誹謗ひ ぼ う 中 傷ちゅうしょうを受う けている 
３. 地域ち い きの人ひとから好奇こ う きの目め や無責任む せ きに んなうわさなどをたてられている 
４. 地域ち い きの人々ひとびとから距離き ょ りを置お かれている 
５. 心身しんしんの不調ふちょうや裁判さいばんの傍聴ぼうちょうなどによって、仕事し ご とを続つづけることが困難こんなんになっている 
６. 加害者か が いし ゃからの弁償べんしょうや国くになどによる経済的けいざいてき支援し え んが十分じゅうぶんでなく、経済的けいざいてきにゆとりがない 
７. わからない 
８. その他た （具体的ぐ た いて きに：                             ） 

※7 
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問とい１２ 犯罪はんざい被害者ひがいしゃやその家族か ぞ くに対たいして、適切てきせつな支援し え んが十 分じゅうぶんに 行おこなわれていると思おもいます
か。  

１．思おもう ２．思おもわない ３．わからない 
 
 
 
 
問とい１３ あなたは、この５年ねんの 間あいだに「人権じんけん」を身近み ぢ かに感かんじるようになりましたか。 
 

１. 非常ひじょうに身近み ぢ かに感かんじるようになった ２. 身近み ぢ かに感かんじるようになった 
３. あまり身近み ぢ かに感かんじなくなった ４. 全まったく身近み ぢ かに感かんじなくなった 
５. わからない   

問とい１４ あなたは、この５年ねんの 間あいだに、人権じんけん侵害しんがいを受う けたことがありますか。 
 

１．ある ２．ない    ➡ 問とい１６へお進すすみください 
 
問とい１５－１ 問とい１４で「１．ある」と答こたえた方かたにおたずねします。それは、どのような

人権じんけん侵害しんがいでしたか。（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
 

１. うわさや他人た に んからの悪口わるくち、陰口かげぐちにより、名誉め い よや信用しんようなどを傷きずつけられた 
２. 公的こうてき機関き か んや企業きぎょう、団体だんたいによる不当ふ と う（ひどい、いい加減か げ ん）な扱あつかいを受う けた 
３. 地域ち い きで、暴力ぼうりょく・脅迫きょうはく、仲間外な か まは ずれにされた 
４. パワー・ハラスメント（職場しょくばで職務しょくむ権限けんげんなどを用もちいて行おこなういやがらせやいじめ）を受う けた 
５. 家庭か て いで暴力ぼうりょくや虐待ぎゃくたいを受う けた 
６. 学校がっこうでいじめられた 
７. 差別的さ べ つて き取と り扱あつかい（信しん 条じょう・性別せいべつ・社会的しゃかいてき身分み ぶ ん・心身しんしんの障しょうがいなどによる不利ふ り な扱あつかい）を受う

けた 
８. プライバシーを侵害しんがいされた 
９. セクシュアル・ハラスメント（性的せいてきいやがらせ）を受う けた 
10. ストーカー行為こ う いを受う けた 
11. インターネットや携帯けいたい電話で ん わを利用り よ うした人権じんけん侵害しんがいを受う けた 
12. 覚おぼえていない 
13. その他た （具体的ぐ た いて きに：                         ） 

Ⅲ あなた自身じ し んの人権じんけん侵害しんがいについておたずねします 
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問とい１５－２ 人権じんけん侵害しんがいを受う けたとき、あなたはどうしましたか。 
（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 

 
１. 友達ともだち、同僚どうりょうに相談そうだんした 
２. 上司じょうし、学校がっこうの先生せんせいに相談そうだんした 
３. 家族か ぞ く、親戚しんせきに相談そうだんした 
４. 警察けいさつに相談そうだんした 
５. 弁護士べ ん ご しに相談そうだんした 
６. 公的こうてき機関き か ん（都道府県と ど う ふ け ん、市町村しちょうそん、法務局ほうむきょくや人権じんけん擁護よ う ご委員い い ん）に相談そうだんした 
７. 民間みんかん団体だんたいに相談そうだんした 
８. 相手あ い てに抗議こ う ぎするなど自分じ ぶ んで解決かいけつした 
９. どこに相談そうだんすればよいのかわからなかった  
10. 何なにもしなかった        
11. 覚おぼえていない 
12. その他た （具体的ぐ た いて きに：                              ） 

 
問とい１６ もし、あなたの人権じんけんが侵害しんがいされた場合ば あ い、どのような対応たいおうをしようと思おもいますか。

（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
 

１. 友達ともだち、同僚どうりょうに相談そうだんする 
２. 上司じょうし、学校がっこうの先生せんせいに相談そうだんする 
３. 家族か ぞ く、親戚しんせきに相談そうだんする 
４. 警察けいさつに相談そうだんする 
５. 弁護士べ ん ご しに相談そうだんする 
６. 公的こうてき機関き か ん（都道府県と ど う ふ け ん、市町村しちょうそん、法務局ほうむきょくや人権じんけん擁護よ う ご委員い い ん）に相談そうだんする 
７. 民間みんかん団体だんたいに相談そうだんする 
８. 相手あ い てに抗議こ う ぎするなど自分じ ぶ んで解決かいけつする 
９. 何なにもしない 
10. わからない 
11. その他た （具体的ぐ た いて きに：                             ） 
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問とい１７－１ あなたはこの５年ねんの 間あいだに他人た に んの人権じんけんを侵害しんがいしたことがあると思おもいますか。 
 

１．あると思おもう ２．あるかもしれない 
３．ないと思おもう ４．わからない 

 
問とい１７－２ 問とい１７－１で「１．あると思おもう」または「２．あるかもしれない」と回答かいとうさ

れた方かたにおたずねします。どのような内容ないようでしたか。 
（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 

 
１. うわさや悪口わるくち、陰口かげぐちにより、名誉め い よや信用しんようなどを傷きずつけた 
２. 公的こうてき機関き か んや企業きぎょう、団体だんたいの所属者しょぞくしゃとして不当ふ と う（ひどい、いい加減か げ ん）な扱あつかいをした 
３. 地域ち い きで、暴力ぼうりょく・脅迫きょうはく、仲間な か まはずれにした 
４. パワー・ハラスメント（職場しょくばで職務しょくむ権限けんげんなどを用もちいて行おこなういやがらせやいじめ）をした 
５. 家庭か て いで暴力ぼうりょくや虐待ぎゃくたいをした 
６. 学校がっこうでいじめをした 
７. 差別的さ べ つて き 扱あつかい（信条しんじょう・性別せいべつ・社会的しゃかいてき身分み ぶ ん・心身しんしんの障しょうがいなどによる不利ふ り な扱あつかい）をした 
８. プライバシーを侵害しんがいした 
９. セクシュアル・ハラスメント（性的せいてきいやがらせ）をした 
10. ストーカー行為こ う いをした 
11. インターネットや携帯けいたい電話で ん わを利用り よ うした人権じんけん侵害しんがいをした 
12. 覚おぼえていない 
13. その他た （具体的ぐ た いて きに：                             ） 
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問とい１８ あなたが人権じんけんについて学まなんだ場面ば め んは、どのような場面ば め んですか。 

（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
 

１．小学校しょうがっこうの授業じゅぎょう ２．中学校ちゅうがっこうの授業じゅぎょう 
３．高校こうこうの授業じゅぎょう ４．専門せんもん学校がっこう・大学だいがくなどの授業じゅぎょう 
５．職場しょくばの研修けんしゅう ６．自治体じ ち た いが行おこなう講演会こうえんかいや研修けんしゅう 
７．地域ち い きでの学習会がくしゅうかい ８．市民し み ん団体だんたいなどが行おこなう講演会こうえんかいや研修けんしゅう 
９．書籍しょせき（啓発けいはつ冊子さ っ しを含ふくむ）やテレビなど 10. これまでに学まなぶことがなかった 
11．その他た  問とい１９-２にお進すすみください 
 （具体的ぐ た いて きに：                                       ） 

 
問とい１９―１ その時とき、学まなんだ人権じんけん問題もんだいはどのような内容ないようですか。 

（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
 

１．女性じょせいの人権じんけんについて ２．子供こ ど もの人権じんけんについて 
３．高齢者こうれいしゃの人権じんけんについて ４．障しょうがいのある人ひとの人権じんけんについて 
５．同和ど う わ問題もんだい（部落ぶ ら く差別さ べ つ）について ６．アイヌの人々ひとびとの人権じんけんについて 

７．外国人がいこくじんの人権じんけんについて  
８．HIV感染者かんせんしゃ・ハンセン病びょう患者かんじゃ・元患者もとかんじゃやそ

の家族か ぞ くの人権じんけんについて 
９．刑けいを終お えて出所しゅっしょした人ひとの人権じんけんについて 10．犯罪はんざい被害者ひ が いし ゃやその家族か ぞ くなどの人権じんけんについて 
11. インターネットによる人権じんけん侵害しんがいについて 12. ホームレスの人権じんけんについて 
13. 性的せいてきマイノリティに関かんする人権じんけんについて 
  

14. 北朝鮮きたちょうせん当局とうきょくによって拉致ら ち された被害者ひ が いし ゃな
どの人権じんけんについて 

15. 人身じんしん取引とりひきに関かんする人権じんけんについて 
  

16. こころの病やまい（うつ病びょう、依存症いぞんしょうなど）に関かん

する人権じんけんについて 
17. 新型しんがたコロナウイルス感染症かんせんしょうに関かんする人権じんけん

について 
18.ヘイトスǿーチに関かんする人権じんけんについて 
 

19.その他た （具体的ぐ た いて きに：                              ） 

 

Ⅳ 一人ひ と りひとりの人権じんけん意識い し きを高たかめ、人権じんけんへの理解り か いを深ふかめるための活動かつどうに 
ついておたずねします 
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問とい１９―２ 今後こ ん ご学まなんでみたい人権じんけんに関かんするテーマはどのような内容ないようですか。 
（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 

 
１．女性じょせいの人権じんけんについて ２．子供こ ど もの人権じんけんについて 
３．高齢者こうれいしゃの人権じんけんについて ４．障しょうがいのある人ひとの人権じんけんについて 
５．同和ど う わ問題もんだい（部落ぶ ら く差別さ べ つ）について ６．アイヌの人々ひとびとの人権じんけんについて 

７．外国人がいこくじんの人権じんけんについて  
８．HIV感染者かんせんしゃ・ハンセン病びょう患者かんじゃ・元患者もとかんじゃやそ

の家族か ぞ くの人権じんけんについて 
９．刑けいを終お えて出所しゅっしょした人ひとの人権じんけんについて 10．犯罪はんざい被害者ひ が いし ゃやその家族か ぞ くなどの人権じんけんについて 
11. インターネットによる人権じんけん侵害しんがいについて 12. ホームレスの人権じんけんについて 

13. 性的せいてきマイノリティに関かんする人権じんけんについて  
14. 北朝鮮きたちょうせん当局とうきょくによって拉致ら ち された被害者ひ が いし ゃな

どの人権じんけんについて 
15. 人身じんしん取引とりひきに関かんする人権じんけんについて  

16. こころの病やまい（うつ病びょう、依存症いぞんしょうなど）に関かん

する人権じんけんについて 
17. 新型しんがたコロナウイルス感染症かんせんしょうに関かんする人権じんけん

について 18.ヘイトスǿーチに関かんする人権じんけんについて 

19.その他た （具体的ぐ た いて きに：                              ） 

 
問とい２０ 人権じんけん啓発けいはつを今後こ ん ごどのように進すすめていけばよいと思おもわれますか。 

（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
 

１. 学校がっこうでの取と り組く みをより充実じゅうじつさせる 
２. 職場しょくばでの取と り組く みをより充実じゅうじつさせる 
３. 市し や教育きょういく委員会い い んか いで市民向し み ん むけの取と り組く みをより充実じゅうじつさせる 
４. 民間みんかん機関き か んや市民し み ん団体だんたいの取と り組く みをより充実じゅうじつさせる 
５. 地域ち い きでの取と り組く みをより充実じゅうじつさせる 
６. 自分じ ぶ ん自身じ し んで学まなぶ 
７. 家庭か て いの中なかで自分じ ぶ んも他者た し ゃも大切たいせつにする心こころを育はぐくむ 
８. わからない 
９. その他た （具体的ぐ た いて きに：    ） 
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問とい２１ 人権じんけん啓発けいはつを進すすめる上うえで、どのような方法ほうほうが効果的こうかてきと思おもわれますか。 
（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 

 
１. 映画え い がなどの映像えいぞうを使つかった啓発けいはつ 
２. 疑似ぎ じ 体験たいけんによる啓発けいはつ 
３. 冊子さ っ しやリーフレットなどを使つかった啓発けいはつ 
４. 自由じ ゆ うな意見い け ん交換こうかんができる交流会こうりゅうかい 
５. 関係かんけい施設し せ つや現場げ ん ばを訪おとずれることを通とおした啓発けいはつ 
６. 当事者と う じし ゃやその家族か ぞ くとの交流会こうりゅうかいや意見い け ん交換こうかんなどを通とおした啓発けいはつ 
７. 写真しゃしんや資料しりょうなどの展示て ん じを通とおした啓発けいはつ 
８. インターネット・SNS などを活用かつようした啓発けいはつ 
９. 自主的じ し ゅて きな学習がくしゅう 
10. わからない 
11. その他た （具体的ぐ た いて きに：                            ） 

 
問とい２２ 人権じんけん啓発けいはつのための取と り組く みについて、市し に対たいして望のぞむことはありますか。 

（あてはまる番号ばんごうすべてに〇をつけてください） 
１. 「市報し ほ うすいた」や冊子さ っ しなどを活用かつようした啓発けいはつ活動かつどうの充実じゅうじつ 
２. 地域ち い きでの人権じんけん啓発けいはつを進すすめるリーダーを養成ようせいし、住民じゅうみん相互そ う ごの啓発けいはつを促うながす 
３. 継続けいぞくして学まなべる講義こ う ぎの開催かいさい 
４. 夜間や か んや土日ど に ちに学まなべる講座こ う ざの開催かいさい 
５. 身近み ぢ かな公共こうきょう施設し せ つで学まなべる講座こ う ざの開催かいさい 
６. 乳幼児にゅうようじの一時い ち じ保育ほ い くや手話し ゅ わ通訳つうやくなどを設もうけ、参加さ ん かしやすくする 
７. 市民し み んの相互そ う ご交流こうりゅうの機会き か いを増ふ やす 
８. わからない 
９. その他た （具体的ぐ た いて きに：                            ） 
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問とい２３ あなたは、次つぎにあげる条 約じょうやくや法律ほうりつなどを、どの程度て い どご存ぞんじですか。 
（それぞれ該当がいとうする番号ばんごうに〇をつけてください） 

 
〈条 約じょうやくなど〉 
 
               どの程度て い どご存ぞんじですか 
 

１～７の項目こうもく 

内容
な
い
よ
うを知し

⻒ている 

内容
な
い
よ
うをある程度
て
い
ど 

知し
⻒ている 

名
称

めいし⻕うは知し
⻒ている 

知し
らない 

１. 世界せ か い人権じんけん宣言せんげん １ ２ ３ ４ 
２. 国際こくさい人権じんけん規約き や く （経済的けいざいてき、社会的しゃかいてき及および文化的ぶ ん かて き権利け ん り に関かん

する国際こくさい規約き や く〈社会権しゃかいけん規約き や く・A規約き や く〉）、（市民的し み んて き及および
政治的せ い じて き権利け ん り に 関かん す る 国際こくさい規約き や く 〈 自由権じ ゆ うけ ん規約き や く ・ B
規約き や く〉） 

１ ２ ３ ４ 

３. 女子じ ょ し差別さ べ つ撤廃てっぱい条約じょうやく（女子じ ょ し に対たいするあらゆる形態けいたいの
差別さ べ つの撤廃てっぱいに関かんする条約じょうやく） １ ２ ３ ４ 

４. 子こ どもの権利け ん り条約じょうやく（児童じ ど うの権利け ん りに関かんする条約じょうやく） １ ２ ３ ４ 

５. 人種じんしゅ差別さ べ つ撤廃てっぱい条約じょうやく（あらゆる形態けいたいの人種じんしゅ差別さ べ つの撤廃てっぱい

に関かんする国際こくさい条約じょうやく） １ ２ ３ ４ 

６. 障害者しょうがいしゃ権利け ん り条約じょうやく（障害者しょうがいしゃの権利け ん りに関かんする条約じょうやく） １ ２ ３ ４ 

７. SDGs(持続じ ぞ く可能か の うな開発かいはつのための 2030 アジェンダ) １ ２ ３ ４ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

質問しつもんは次つぎのページにも続つづいています。➡ 
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〈法律ほうりつ〉 
 

どの程度て い どご存ぞんじですか 
 

８～23 の項目こうもく 

内容
な
い
よ
うを知し

⻒ている 

内容
な
い
よ
うをある程度
て
い
ど 

知し
⻒ている 

名
称

めいし⻕うは知し
⻒ている 

知し
らない 

８. 人権じんけん教育きょういく啓発けいはつ推進法すいしんほう （ 人権じんけん教育きょういく及およ び 人権じんけん啓発けいはつ の
推進すいしんに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

９. 男女だんじょ共同きょうどう参画さんかく社会しゃかい基本法き ほ んほ う １ ２ ３ ４ 
10. DV防止法ぼ う しほ う（配偶者はいぐうしゃからの暴力ぼうりょくの防止ぼ う し及および被害者ひ が いし ゃの

保護ほ ご 等とうに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

11. 女性じょせい活躍かつやく推進法すいしんほう（女性じょせいの職 業しょくぎょう生活せいかつにおける活躍かつやくの
推進すいしんに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

12. 児童じ ど う虐待ぎゃくたい防止法ぼ う しほ う （ 児童じ ど う虐待ぎゃくたい の 防止ぼ う し等とう に 関かん す る
法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

13. いじめ防止ぼ う し対策たいさく推進法すいしんほう １ ２ ３ ４ 
14. 子こ どもの貧困ひんこん対策法たいさくほう（子こ どもの貧困ひんこん対策たいさくの推進すいしんに関かん

する法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

15. 高齢者こうれいしゃ虐待ぎゃくたい防止法ぼ う しほ う（高齢者こうれいしゃ虐待ぎゃくたいの防止ぼ う し、高齢者こうれいしゃの
養護よ う ご者しゃに対たいする支援し え ん等とうに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

16. 障害者しょうがいしゃ虐待ぎゃくたい防止法ぼ う しほ う（障害者しょうがいしゃ虐待ぎゃくたいの防止ぼ う し、障害者しょうがいしゃ

の養護よ う ご者しゃに対たいする支援し え ん等とうに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

17. 障害者しょうがいしゃ差別さ べ つ解消法かいしょうほう （ 障害しょうがい を理由り ゆ う とする差別さ べ つ の
解消かいしょうの推すい進しんに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

18. 部落ぶ ら く差別さ べ つ解消かいしょう推進法すいしんほう（部落ぶ ら く差別さ べ つの解消かいしょうの推進すいしんに関かん

する法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

19. ヘイトスǿーチ解消法かいしょうほう（本邦外ほんぽうがい出身者しゅっしんしゃに対たいする
不当ふ と うな差別的さ べ つて き言動げんどうの解消かいしょうに向む けた取組とりくみの推進すいしんに関かん

する法律ほうりつ） 
１ ２ ３ ４ 

20. ハンセン病びょう問題もんだい基本法き ほ んほ う（ハンセン病びょう問題もんだいの解決かいけつの
促進そくしんに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 

21. 犯罪はんざい被害者ひ が いし ゃ等とう基本法き ほ んほ う １ ２ ３ ４ 
22. 拉致ら ち 問題もんだいその他た 北朝鮮きたちょうせん当局とうきょくによる人権じんけん侵害しんがい問題もんだいへ

の対処たいしょに関かんする法律ほうりつ １ ２ ３ ４ 

23. 性せい同一性どういつせい障害しょうがい特例法とくれいほう （ 性せい同一性どういつせい障害者しょうがいしゃ の 性別せいべつ の
取扱とりあつかいの特例とくれいに関かんする法律ほうりつ） １ ２ ３ ４ 
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〈吹田市す い た しの条 例じょうれいなど〉 
 

どの程度て い どご存ぞんじですか 
 

24～27 の項目こうもく 

内容
な
い
よ
うを知し

⻒ている 

内容
な
い
よ
うをある程度
て
い
ど 

知し
⻒ている 

名
称

めいし⻕うは知し
⻒ている 

知し
らない 

24. 吹田市す い た し人権じんけん尊重そんちょうの社会しゃかいを目指め ざ す条例じょうれい １ ２ ３ ４ 
25. 吹田市す い た し男女だんじょ共同きょうどう参画さんかく推進すいしん条例じょうれい １ ２ ３ ４ 
26. 吹田市す い た し人権じんけん施策し さ く基本き ほ ん方針ほうしん １ ２ ３ ４ 
27. すいた男女だんじょ共同きょうどう参画さんかくプラン １ ２ ３ ４ 

 
 
 
 
 
※統計的とうけいてきな分析ぶんせきに必要ひつようであるためおたずねします。 
問とい２４ あなたの自認じ に んする性せいをお答こたえください。 

 
１．男性だんせい ２．女性じょせい ３．答こたえたくない 

 
問とい２５ あなたの年齢ねんれいをお答こたえください。 
 

１．１０歳代さいだい ２．２０歳代さいだい ３．３０歳代さいだい ４．４０歳代さいだい 

５．５０歳代さいだい ６．６０～６４歳さい ７．６５～７４歳さい ８．７５歳さい以上いじょう 
 
問とい２６ あなたの吹田す い た市内し な いでの居住歴きょじゅうれきをお答こたえください。 
 

１．１年ねん未満み ま ん ２．１年ねん～５年ねん未満み ま ん ３．５年ねん～１０年ねん未満み ま ん 
４．１０年ねん～２０年ねん未満み ま ん ５．２０年ねん～３０年ねん未満み ま ん ６．３０年ねん以上いじょう 

 
     

Ⅴ あなたご自身じ し んのことについて 
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問とい２７ あなたの 職 業しょくぎょうは次つぎのどれですか。（主おもなもの 1 つだけに〇をつけてください） 
 

１. 民間みんかん企業きぎょう・団体だんたいなどの経営者けいえいしゃ・役員やくいんなど 
２. 常時じょうじ雇用こ よ うされている従 業 者じゅうぎょうしゃ（公務員こ う むい ん・教員きょういん） 
３. 常時じょうじ雇用こ よ うされている従 業 者じゅうぎょうしゃ（民間みんかん企業きぎょう・団体だんたいなど） 
４. 常時じょうじ雇用こ よ うされていない従 業 者じゅうぎょうしゃ（臨時雇用り ん じ こ よ う・パート・アルバイト・契約けいやく社員しゃいんなど） 
５. 自営業じえいぎょう、自由業じゆうぎょう（個人こ じ ん事業じぎょう主ぬしなど、さまざまな専門せんもん技術ぎじゅつ 職しょくや家族か ぞ く 従じゅう業者ぎょうしゃを含ふくむ） 
６. 専業せんぎょう主婦し ゅ ふ・専業せんぎょう主夫し ゅ ふ 
７. 学生がくせい 
８. 無職むしょく 
９. その他た （具体的ぐ た いて きに：                             ） 

 
問とい２８ 市民し み ん一人ひ と りひとりが人権じんけん意識い し きを高たかめ、人権じんけんへの理解り か いを深ふかめることについて、ご意見い け ん、

ご要望ようぼうがあれば自由じ ゆ うにご記入きにゅうください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質問しつもんはこれで終お わりです。長時間ちょうじかんにわたりご 協 力きょうりょくありがとうございました。 
 

お手数
てすう

ですが同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い
れて、令和れ い わ４年ねん10月がつ17日にち（月）までに切手

きって

を貼
は
らずに投函

とうかん

してください。 


